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定款一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、平成19年 6月 27日開催予定の当社第83回定時株主総会に、

下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

  当社の事業運営において重要度が高まりつつあるファシリティシステム事業の内容をより明確に表 

現するため、目的を追加するものであります。 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は、次のとおりであります。 
                           (下線は変更部分であります｡) 

現 行 定 款 変  更  案 

 
第１章 総   則 

 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 
 

（条文省略） 
 

（新  設） 
 
 
 
 

         （条文省略） 
 

        （新  設） 

 11．前各号に関するコンサルティング業務 

 12．前各号に関連する一切の事業 

 
第１章 総   則 

 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

 
（現行どおり） 

 
６．金融機関のディーリングルーム、オフィス、 
店舗その他の施設の新設、増改築及び移転の 
プロジェクトに関する計画の提言及び設計か 
ら完了に至るまでの総合的な管理業務 
 

（現行どおり） 
 

 12．貨物利用運送業務 

 13．前各号に関するコンサルティング業務 

 14．前各号に関連する一切の事業 

（注）変更案の「12．貨物利用運送業務」の追加については、2007 年２月26日開催の取締役会において、第83回定時株主 

総会に付議することを決議済みであります。 

 

３．日 程 

  定款変更のための株主総会開催日    平成 19年 6月 27日（予定） 

定款変更の効力発生日         平成 19年 6月 27日（予定） 

 

以 上 


